
 

 

 

 

岩国地区の景観まちづくり 
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岩国地区は、城下町の暮らしを支える商いの中心地として整備され、近世の町家を素地に明治、大正、

昭和という時代の移り変わりの中で、本市の中心的な商業地としての歴史と文化を継承してきました。

特に、大明小路や錦見七町等には、武家屋敷地や軒先が連なる町家、神社仏閣等の岩国城下町の面影を

感じさせる歴史的な景観が今も残っています。また、岩国地区は、椎尾神社の緑や錦帯橋の背景として

映える岩国山から続く山並み等の自然景観を有しており、加えて、昭和 13 年に岩国地区の一部を含む

錦帯橋周辺を風致地区に指定し、自然環境と都市環境の調和を図ってきました。 

岩国地区は、岩国城下町の町割や住宅、店舗が連なることで醸し出す風情、まちなみの背景となる山

並み及び錦川の豊かな自然が調和した本市を代表する歴史的、文化的な景観を形成しています。この優

れた景観を守り育て、未来へ継承していくために、景観法に基づく景観計画の中で重点地区として位置

づけるとともに、「錦川下流域における岩国の文化的景観」の岩国城下町地区の一部である「岩国らし

さ」を伝える重要な景観として、その保全・継承による豊かで魅力ある景観形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩国重点地区の対象範囲は、右図の着色した範囲です。 

景観及び土地利用特性をふまえ、「山林地区」、「沿道 

にぎわい地区」、「こまちなみ地区」、「ゆとり住宅地区」

に区分します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．岩国重点地区の範囲と景観区分 

２．岩国重点地区の景観まちづくりの方針 

○市街地の背景として椎尾神社から岩国山に続く緑を守り、四季折々の豊かな自然を感じられる景観づくりをめざ

します。 

○錦帯橋や錦川から岩国山への眺望景観を守り、文化的景観の継承に取組みます。 

○錦川の流れと護岸が形成する河川景観を保全します。 

 

方針１ 豊かな自然を守り・活かす 

方針２ 歴史文化を未来へつなぐ 

○岩国城下町の歴史を今に伝える町割や棟門、白壁や板張りの塀、錦見七町を中心としたまちなみを形成する町家

等、重要な資源を修繕し、人々の営みの中で使い続けていくことで城下町の文化的景観を継承し、歴史文化を未

来へつなぐ魅力ある景観づくりをめざします。 

方針３ 快適なまちを守り・創る 

○岩国城下町の歴史的な商業地としての魅力を高め、にぎわいと風格を感じさせる文化的景観の継承と魅力ある景

観の形成をめざします。 

○岩国城下町の文化的景観を継承し、錦帯橋へと続くメイン通りである大明小路の風情を継承した門塀と前庭が連

なるまちなみや、歴史的な町を継承した軒が連なるまちなみの保全・形成を図り、和のしつらえや近代建築等の

モダンと調和した佇まいを基本とする、低層を中心としたまちなみ景観の形成をめざします。 

○景観形成を通じて、道路や公園、歩行者ネットワーク等の住みやすい都市基盤整備を図るとともに、公共施設の

修景を図り、快適な住環境の向上をめざします。 

山林地区 

椎尾神社へ続く緑と岩国山へ続く山並みの自然

景観を保全します。 

 

沿道にぎわい地区 

岩国地区へのアクセス道路沿道に、風格と統一

感のある景観づくりをめざします。 

こまちなみ地区 

岩国城下町に由来する商業地の歴史と文化を継

承した、風情のある景観づくりをめざします。 

 

ゆとり住宅地区 

武家屋敷地等に由来するゆとりと風格を感じる

低層住宅地の景観づくりをめざします。 
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沿道にぎわい地区 

・バス通り南側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、和のしつらえを施した店舗や住宅によ

り、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

・臥龍橋通りの沿道では、まちの防火帯として整備された統一感のある建物の維持を図るととも

に、賑わいのある通り景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こまちなみ地区 

・大明小路や裏路地である山手小路（一部）の沿道では、門と塀の連なりとその背後に垣間見える

建物の外観が醸し出す武家屋敷地に由来する風格を継承するとともに、大明小路の沿道では、錦

帯橋へ続く通りのにぎわいが織りなす文化的景観の継承による魅力ある景観の形成を図ります。 

・錦見七町や土手町等の通りでは、まちの歴史と文化が織りなす通りの風情を継承し、屋根や軒、

壁の連なりと和のしつらえや近代建築等のモダンなしつらえを施した建物の連続性と生業等によ

る人々の営みが醸し出す文化的景観の継承による魅力ある景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地区別の景観まちづくりの目標 

市道岩国 26 号線（臥龍橋通り） 市道錦見 61 号線（バス通り） 

市道錦見 43 号線（大明小路） 町家が軒を連ねる道筋（本町通りなど） 
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ゆとり住宅地区 

・敷地内にゆったりと和のしつらえの低層住宅が建ち、通りからは塀や生け垣、庭木ごしに家なみ

が垣間見える低層住宅地の景観形成を図ります。 

・バス通り北側の沿道では、通りに面して連なる門と塀、ゆったりとした敷地に和のしつらえを施

した住宅により、風格と統一感のある景観の形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆとりある住宅地 

和のしつらえや近代建築等のモダンと調和した佇まい 

○本地区における「和のしつらえや近代建築等のモダン」とは、岩国地区に残る文化的景観

の重要な構成要素の建築物や修繕対象物件等の外観に代表されるしつらえであり、これに

調和する配慮や工夫を行うこととします。 

＜和のしつらえ＞ 

・屋根は、瓦はいぶし銀の和形日本瓦で、切妻、入母屋、寄棟等の構造で道路に対して傾斜

するものとし、１階には前面道路に面して軒庇を有する形態 

・前面道路に面して設けられる開口部は、腰窓、虫籠窓、掃出し窓で、建具の様式は、格子

戸や引き戸、引違いの戸や窓、固定窓 

・壁面は、しっくい壁、土壁、板張り（焼き杉含む）、砂壁状吹付等とし、漆喰や土、木材、

砂の素材色、またはそれらに類する白色、薄い茶色、薄い灰色 

・門は、薬医門や棟門等の和風の門構え 

・塀は、白壁、土塀、小壁付き和風の塀、板塀等 

 

＜モダン＞ 

・地区内に残る近代建築の形態・意匠を残す建物の外観 

（洋館や石造風の外観、素材でのしつらえ） 
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項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 

基本事項 

・岩国城下町に由来する歴史や文化、商業地のにぎわいを継承しながら、風格と統一感のある通り景観を形
成することを目的に、和のしつらえや近代建築等のモダンと調和した佇まいを基本とする。 

１ 
２ 
３ 

建
築
物
・
工
作
物 

配置 

・道路に面して建物壁面や塀等が連なって建ち並ぶ配置を基本とし、通りのまちなみとの調和を図ること。 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 

建
築
物 

形
態
意
匠 

低層 
(10ｍ 
 未満) 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちなみを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和した高さ
及び形態とすること。 

・バス通り沿道では、屋根は、地区の歴史的な建物と調和した傾斜屋根とし、傾斜（勾配）を沿道側に向
け、まちなみの連続性に配慮すること。なお、錦川沿いでは、傾斜（勾配）を錦川側に向けること。 

・臥龍橋通り沿道では、屋根は、周囲のまちなみを阻害しないものとすること。 
・バス通り沿道では、外壁等は、地区のまちなみを特徴づける武家屋敷の外観と調和した落ち着きのある意
匠とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、外壁等は、通り景観の連続性を創りだす意匠とすること。 
・臥龍橋通り沿道では、前面道路に面して、出入り口や窓等の開口部を設け、建物全体として壁のみが目立
つことのないよう配慮すること。 

１ 
２ 

中層 
(10ｍ 
 以上) 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちなみを阻害せず、地区の歴史的な建物と調和した形態
及び高さを基本とし、地区のまちなみと調和した 10～12ｍ程度とすること。ただし、地区の歴史的な建物
と調和した傾斜屋根とする場合には、15ｍを限度とすることができる。 

・勾配屋根の場合は、周辺のまちなみと調和したものとし、建物全体としてまとまりある意匠とすること。 
・錦川沿いでは、屋根は、切妻、入母屋、寄棟等の傾斜屋根とし、傾斜（勾配）を錦川側に向けること。 
・バス通り沿道では、外壁等は、錦川や錦帯橋、城山からの見え方に留意し、地区のまちなみを特徴づける
歴史的な建物の規模および外観と調和した意匠とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、外壁等は、通りの連続性を創りだす意匠とすること。 
・臥龍橋通り沿道では、前面道路に面して、出入り口や窓等の開口部を設け、建物全体として壁のみが目立
つことのないよう配慮すること。 

１ 
２ 

色
彩 

低層 
(10ｍ 
 未満) 

・バス通り沿道では、屋根の色は、和形いぶし日本瓦等と調和した黒色、濃い灰色（いぶし銀）等を基本と
し、通りのまちなみとの調和を図ること。 

・バス通り沿道では、外壁等の色は、伝統的外壁材料の色目を基本とし、落ち着きのあるものとすること。 
・臥龍橋通り沿道では、屋根の色は、通りのまちなみと調和し、建物の外壁色と調和したものとすること。 
・臥龍橋通り沿道では、外壁等の色は、通りの連続性を意識し、まちなみとの調和に配慮し、建物全体とし
て落ち着きのあるものとすること。 

・臥龍橋通り沿道では、歩行者が賑わいを感じられる連続した通りの景観形成を意識し、外壁や開口部等で
の彩度の高い色や強い色等の利用は１階での部分的な利用のみとすること。 

中層 
(10ｍ 
 以上) 

・屋根の色は、通りのまちなみと調和し、建物の外壁色と調和したものとすること。 
・外壁等の色は、通りの連続性を意識し、まちなみとの調和に配慮し、建物全体として落ち着きのあるもの
とすること。 

・臥龍橋通り沿道では、歩行者が賑わいを感じられる連続した通りの景観形成を意識し、外壁や開口部等で
の彩度の高い色や強い色等の利用は１階での部分的な利用のみとすること。 

ベランダ ・前面道路に面して設置しないこと。 

車庫等 

・車庫等は、通り景観の連続性を創出するための配慮を行うとともに、周辺の景観と調和したものとするこ
と。 

１ 
２ 
３ 
４ 

室外機、建築
設備機器等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視線を和らげるため周囲と同系色とする。又は、木 
・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみとの調和に配慮した形態、意匠、色彩とすること。 
・太陽光パネル、太陽熱温水器は、屋根と違和感のないものとすること。ただし、錦川沿い（岩国１丁目・ 

緑化 
・前面道路に面して植栽を行う場合には、門・塀等による通り景観の連続性との調和に配慮すること。 
１ 
２ 

 

 

 

５．景観形成基準 
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景観形成基準 

こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 山林地区 

・岩国城下町に由来する商業地として栄えてきた歴史と文化を継
承することを目的に、町家や武家屋敷のもつ和のしつらえや近
代建築等のモダンと調和した佇まいを基本とする。 

・岩国城下町として受け継がれてきた町割やまちなみの連続性の
継承を基本とする。 

・岩国城下町の武家地として形成され
た、緑豊かな風格ある住環境を形成す
ることを目的に、和のしつらえによる
落ち着きのある佇まいを基本とする。 

・自然景観を保
全すること。 

・大明小路等の武家屋敷地に由来する通りでは、門・塀に囲まれ
た構えを基本に、道路に面して門・塀等が連なる配置とし、周
囲のまちなみとの調和を図ること。ただし、道路から大きく後
退せず１階軒等が連なる場合は、この限りではない。 

・その他の通りでは、歴史的な建物と調和した配置を基本に、道
路に面して 1階軒等が連なる配置とし、まちなみとの調和を図
ること。ただし、やむを得ず、道路から建物が大きく後退する
場合には、道路に面して門・塀が連なる、又は車庫等の軒が連
なる配置とし、歴史的な建物がつくりだすまちなみとの調和を
図ること。 

・バス通り沿道は、道路に面して門・塀
等が連なる配置とし、通りのまちなみ
との調和を図ること。 

 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちなみを阻害
せず、地区の歴史的な建物と調和した形態及び高さを基本と
し、やむを得ず中層となる場合には、地区のまちなみと調和し
た 10～12ｍ程度とすること。ただし、地区の歴史的な建物と調
和した傾斜屋根とする場合には、15ｍを限度とすることができ
る。 

・屋根は、傾斜屋根等、地区の歴史的な建物と調和したものと
し、傾斜屋根については傾斜（勾配）を沿道に向け、まちなみ
の連続性に配慮すること。なお、錦川沿いでは、傾斜（勾配）
を錦川側にも向けること。 

・外壁・開口部・軒・庇・敷地境界から壁面までのしつらえ等か
らなる外観は、地区のまちなみを特徴づける歴史的な建物の外
観と調和した意匠とすること。なお、中層の場合には、錦川や
錦帯橋、城山からの見え方に留意し、落ち着きのある意匠とす
ること。 

・前面道路に面して、出入口や窓等の開口部を設け、建物全体と
して壁のみが目立つことないよう配慮すること。 

・低層を中心とした通りごとの連続性に配慮し、やむを得ず中層
となる場合には、圧迫感の軽減に配慮した形態意匠とするこ
と。 

・錦川沿い（土手町等）では、ナカドテと一体となった歴史的な
建物群がつくりだすまちなみと調和する形態意匠とするととも
に、錦帯橋や錦川からの眺めに配慮した形態意匠とすること。 

・歴史的な建物等からなる通りとしての
連続したまちなみを阻害せず、地区の
歴史的な建物と調和した形態及び高さ
を基本とし、やむを得ず中層となる場
合には、地区のまちなみと調和した 10
～12ｍ程度とすること。ただし、地区
の歴史的な建物と調和した傾斜屋根と
する場合には、15ｍを限度とすること
ができる。 

・屋根は、傾斜屋根等、周辺のまちなみ
と調和したものとし、建物全体として
まとまりある意匠とすること。 

・バス通り沿道では、屋根は傾斜（勾
配）を沿道側に向け、まちなみの連続
性に配慮すること。 

・外壁・開口部・軒・庇・敷地境界から
壁面までのしつらえ等からなる外観
は、錦川や城山からの見え方に留意
し、周辺のまちなみと調和した落ち着
きのある意匠とすること。 

・周辺の低層の住宅地との調和に配慮
し、やむを得ず中層となる場合には、
通りへの圧迫感を軽減する形態意匠と
すること。 ・建設又は建替

えにあって
は、周辺の自
然景観に溶け
込んだ形態意
匠及び色彩と
すること。 

・屋根の色は、和形いぶし日本瓦等と調和した黒色、濃い灰色
（いぶし銀）等、建物の外壁色と調和したものとすること。 

・外壁等の色は、伝統的外壁材料の色目を基本に、通りの連続性
を意識し、まちなみと調和した落ち着きのあるものとするこ
と。 

１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 

・屋根の色は、和形いぶし日本瓦等と調
和した黒色、濃い灰色（いぶし銀）、又
は、濃い茶色等、周辺の低層の住宅地
と調和したものとすること。 

・外壁等の色は、低層を中心としたまち
なみと調和した落ち着きのあるものと
すること。 

  

・車庫等は、建物との一体的な利用も含め、通りのまちなみの連
続性を損ねないことに配慮した配置とすること。 

・道路に面して車庫等を設置する場合には、屋根の傾斜（勾配）
を沿道側に向け、軒の連なりとの調和に配慮する等、通り景観
の連続性を創出するための配慮を行うとともに、通りとしての
連続性を生み出す形状及び色彩とすること。 

・車庫等は、周辺の景観と調和したもの
とすること。 

製格子等の目隠しを施すものとすること。 
１ 
２丁目）の建築物の川に面した部分には設置しないこと。 

１ 
２ 
３ 

・樹木や生け垣、花壇等の植栽を施すこ
とにより、緑豊かなまちなみの形成に
配慮すること。 
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項目 景観形成基準 

区分 沿道にぎわい地区 

工
作
物 

形態意匠 

・歴史的な建物等からなる通りとしての連続したまちなみを阻害せず、地区の歴史的な建物とな
みと調和する 12ｍ程度を限度とすること。 

１ 
２ 
３ 

門・塀等 
 （建築物に付属 
  するものを含む） 

・バス通り沿道では、敷き際に門・塀等を設置する等により、通りの連続したまちなみの形成を
図ること。 

・バス通り沿道では、門・塀等は、武家屋敷地の風合いと調和したものとすること。 
・臥龍橋通り沿道では、建物壁面が連ならない場合は、門・塀等を設置し、通り景観の連続性を
創出するとともに、周辺の景観と調和したものとすること。 

１ 
２ 
３ 

看板等 

・自立式看板を設置する場合には、周辺のまちなみとの調和に配慮した高さ、形態、意匠とす 
・壁面看板を設置する場合は、周辺のまちなみとの調和及び建物本体との調和に配慮した設置 
・屋上及び屋根面には設置しないこと。 
・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周辺のまちなみに配慮したものとすること。 
・電飾看板は、使用しないこと。 

舗装等 ・建築物の壁面後退により生じる土地のうち、通りから容易に見える部分の舗装は、周辺のま 

自動販売機 ・自動販売機については、周辺のまちなみに配慮した色とすること。 

擁壁 ・擁壁の規模・形態は圧迫感を与えないものとなるよう配慮し、周辺のまちなみと調和するよ 

鉄塔・電柱・街路灯
柱・カーブミラー柱等 

・鉄塔等の設置は避けること。 
・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、周辺に調和したものとすること。 
１ 
２ 
３ 

仮設物 ・仮囲い等の仮設の工作物等は、周辺のまちなみとの調和に配慮すること。 

その他 ・周囲の景観を阻害しないよう、周辺のまちなみと調和したものとすること。 

緑化 ・周囲のまちなみとの調和に配慮した緑化を図ること。 

開発行為 

・開発後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこと。 
・樹木の伐採は、必要最小限とすること。 
・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の最低限度は 150㎡とする。ただし、延長敷地及び法
面を除いた有効宅地を対象とする。 

１ 

・造成等での擁壁及び法面は、必要最小限にとどめること。 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 

そ
の
他 

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更 

・行為後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこと。 
・長大な法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 
・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元を図ること。 

木竹の植栽又は伐採 ・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹により周辺の景観との調和を図ること。 
・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元を図ること。 

屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積 

・堆積等の面積は、必要最小限にとどめ、高さを極力低くするとともに、整然とした堆積とす 
・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見えにくいよう遮へい又は 

駐車場 
・駐車場として土地を利用する場合には、できる限り車両の出入り口を集約化し、周辺のまち 
 し等を行うことにより、周辺の景観との調和を図ること。なお、塀等を設ける場合には、その 

空き地 ・空き地は、適切な維持・管理を行うこと。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計の変更その他必要な 
・また、岩国重点地区の良好な景観の形成に寄与することを目的とした助成に関する基準は、別途、ガイドラインに定めま 

 



8 
 

 

 

景観形成基準 

こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 山林地区 

調和した形態及び高さとし、地区のまち 
 

・岩国城下町の武家地として継承され
てきた低層を中心としたまちなみと
調和した形態及び高さとし、地区の
まちなみと調和する 12ｍ程度を限度
とすること。 

・建設又は建替えにあっては、周辺の自
然景観に溶け込んだ形態意匠及び色彩
とすること。 

・前面道路から建物が後退する場合には、
敷き際に塀・門等を設置し、通り景観の
連続性を維持・創出すること。 

・門・塀等は、地区の歴史的な建物と調和
した風合いを有するものとする。 

・バス通り沿道では、敷き際に門・塀
等を設置する等により、通りの連続
したまちなみの形成を図ること。 

・門・塀又は生け垣は、周辺の景観と
調和したものとすること。ただし、
バス通り沿道に設ける門・塀等は、
沿道にぎわい地区の基準に準拠した
ものとする。 

ること。 
箇所、形態、意匠とすること。 
１ 
２ 
３ 

ちなみと調和し、落ち着きのあるしつらえとすること。 

１ 

うに配慮すること。 

 ・鉄塔等は、周辺の景観に配慮した設置
箇所、形態、意匠とし、山並みの稜線
を乱さないものとすること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等
は、周辺に調和したものとすること。 

１  

１ 

１ 

・開発後の状態が周辺のまちなみと不調和とならないこと。また、城下町由来の町
割の継承を阻害しない形状とすること。 

・樹木の伐採は、必要最小限とすること。 
・住宅宅地開発の場合、建築物の敷地面積の最低限度は 150㎡とする。ただし、延
長敷地及び法面を除いた有効宅地を対象とする。 

・森林管理上必要な場合を除き、基本的
に行わないこと。 

 ・造成等での擁壁及び法面は、必要最
小限にとどめること。なお、法面は
緑化に努め周辺の景観と調和を図る
こと。 

・斜面における土地の形状を変更する
場合は、現状の形状を生かすよう配
慮するとともに、植栽等により周辺
の景観との調和を図ること。 

１ 
２ 
３ 

１ 
２ 

ること。 
生け垣等の植栽を施し、周辺のまちなみとの調和に配慮すること。 
１ 

なみに与える影響を最小限とし、敷き際は、遮へい又は生け垣等の植栽による目隠 
意匠は工作物の基準に準ずるものとすること。 

１ 

措置をとることを勧告することがあります。 

ます。 

 



9 
 

 

「城下町に由来するまち」である本地区には、その歴史を今に伝える伝統的な建築様式※を保持しつ

づけている建物や門・塀等（以下「建物等」という。）が数多く見られます。 

それらの建物等は、本地区の歴史と文化を伝え続けてきた重要な資源であり、本地区の景観形成の道

しるべとなる重要な要素です。 

また、時代の変化に対応しながら、人々の営みとともに生き続けてきた歴史的・文化的なまちの資産

でもあります。 

これまでの本地区の歴史の中で繰り返されてきたように、現代の暮らしの中でも、快適に使い続けて

いくことが、魅力ある景観まちづくりにつながることから、修繕や修景を行うことにより、次の世代へ

「城下町に由来するまち」の姿を受け継いでいくことをめざします。 
 

※伝統的な建築様式とは、町家や武家屋敷等の歴史に由来を持つ建築様式のこととします。 
 

１ 修繕 
 

修繕とは、本地区において昭和 25 年以前に建てられた建物等のうち、伝統的な建築様式を一部で

も有しているものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することとします。なお、伝統

的な建築様式の建物等のうち、すでに特徴的な外観を有すると市長が認めたものにおいて、建物等の

全てを滅失させずに外観を整備することも含めるものとします。 
 
◆修繕補助対象範囲・修繕補助率・補助限度額について 

 

本来のよさを出せるような修繕行為のうち、外観等の変更にかかる費用の一部について補助金を交

付します。 

なお、物件ごとに、専門家の意見を聞きながら、所有者の方と個々に相談し進めます。 

 
2 修景 
 

修景とは、修繕補助以外で建物等を、目標とする景観形成の方向に相応しい風合いに近づけるよう、

外観を整備することとします。 
 

◆修景補助対象範囲について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

修繕の対象となる建築物等 補助率 補助限度額 

市が指定した建築物等 
 
【修繕の対象となる建築物等の選定条件】 

① 江戸～昭和初期の町家の形式を有するもの 

② 昭和初期の旅館の形式を有するもの 

③ 江戸期の武家屋敷の形式を有するもの 

④ その他近代の洋風建築、和風建築の形式を有するもの 

２/３ 6,000,000 円 

６．補助制度について 

○ 屋根は、全面で、屋根葺き仕上げ材（瓦等）及びその施工費を対象とします。 
○ 外壁は、前面道路から見える面および側面とし、下地を除く外壁仕上げ材及びその施工費を対象とします。 
○ 開口部は、前面道路から見える面とし、材料費及びその施工費を対象とします。 
○ 囲障は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。 
○ 看板等は、前面道路に面して設置されるもので、材料費及びその施工費を対象とします。 
○ 室外機・設備機器等の囲障は、前面道路から見えるもので、材料費及びその施工費を対象とします。 
○ 舗装・擁壁等は、前面道路に面する部分の総延長で、土工を除く材料費及びその施工費を対象とします。 
○ 仮設費は、修景工事に係る範囲とし、直接仮設費を対象とします。 
○ 設計費は、事前協議を経たうえで、景観形成に寄与する建物の建築設計に要する費用（工事監理費を含む。）

とし、標準的な仕様による修景工事に要する費用に建築設計料率を乗じて得た額を限度とします。 
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◆修景補助率・補助限度額について 

項目 補助率 補助限度額 

建築物 

屋根 
和形いぶし日本瓦等 2/3 1,350,000 円  

その他（カラーベスト等） 700 円/㎡ 100,000 円  

外壁 
塗り壁、板張り、吹付け 2／3 500,000 円  

その他（サイディングボード等） 600 円/㎡ 100,000 円  

開口部 

窓 400 円/㎡ 
50,000 円  

面格子 1/2 

出入口 1/2 200,000 円  

囲障 

門 

木製 2/3 3,000,000 円  

アルミ製 2/3 500,000 円  

その他（ゲート等） 1/2 300,000 円  

塀等 

白壁 2/3 2,500,000 円  

白壁風、板塀 2/3 750,000 円  

生け垣 2/3 300,000 円  

その他（簡易な塀） 1/2 150,000 円  

外構 

車庫 1/2 350,000 円  

舗装 1/2 200,000 円  

看板 1/2 350,000 円  

室外機、設備機器の囲障 1/2 200,000 円  

擁壁等 1/2 400,000 円  

仮設 直接仮設費 修景工事用足場等 1/2 150,000 円  

設計 設計・監理  1/2 建築設計料率による 

その他 市長が必要と認めたもの  市長が認めた額 
 

◆町家型建築物の修景補助率・補助限度額について 

 

 

 

対象となる建築物等 補助率 補助限度額 

町家型の建築物が連なる通り等において、歴史的な建物と調和した配置を
基本に、町家型の形態を有する建築物の新築・増築・改築等を行う場合に、
外観に係る部分の補助を行うもの 

 
町家型とは…道路に面して１階の軒等が連なる建物 

 
【町家型の形態を有する建築物】 

○ 屋根：傾斜屋根等、地区の歴史的建物と調和した形態のもので、傾斜屋
根については、傾斜を前面の道路に向け、まちなみの連続性に考慮した
もの 

○ 外壁等：漆喰壁、土壁、板張り（焼き杉含む）、砂壁状吹付、白壁風のも
ので、色は漆喰や土、木材、砂の素材色、それらに類する白色、薄い茶
色、薄い灰色のもの 

○ 開口部：腰窓、虫籠窓、掃き出し窓で、建具の様式は、格子戸や引き
戸、引き違いの戸や窓、固定窓のもの 

○ 車庫等：町家型建築物で道路に面して屋内に車庫等を配置することによ
り、通りの連続性に配慮したもの 

２/３ 5,000,000 円 

建築設計料率表 
建築設計に要する費用（工事監理費を含む。）ただし、標準的な仕様による
修景工事に要する費用に建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。 

建築工事費区分 
（単位：百万円） 

5 10 50 100 500 

建築設計料率 
（各棟別、単位：％） 

5.89 5.40 4.42 4.05 3.31 

（注） 建築工事費区分の中間部分については、直線的補完により料率を定める。また、料率の端数は、小数点第３位以

下を切り捨てる。 

 

交付金額は、補助金審査会において決定した補助金額に消費税相当額を上乗せして交付します。なお、
法人や個人事業者につきましては、消費税確定申告後に仕入控除税額（返還額）の報告が必要となります。 
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建築物や工作物の新築、増築、改築、撤去又は土地の造成等の開発行為や、土石の採取、木竹の伐採、屋外で
の資材等の堆積等については、市への届出が必要です。 

 
行為の種類 届出対象となる規模 

建築物 
・建築物の新築、増築、改築、移転又は撤去 
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、
色彩の変更 

・規模にかかわらず全ての行為 
※室外機等の生活関連設備機器については、前
面道路から見えるもののうち、幅、奥行き、高
さのいずれかが１ｍを超えるもの及び高さ３
ｍを超える位置に設置するもの。 

工作物 

・工作物の新設、増築、改築、移転又は撤去 
・外観を変更することとなる修繕、模様替え、
色彩の変更 

・看板、自動販売機等の設置、取替又は移転 

開発行為 

・都市計画法第４条第 12 項に規定する開発
行為 

・対象面積が 10 ㎡を超えるもの 
又は 
・高さが 1.5ｍを超える法を生じさせる切土・
盛土 

その他 

・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更 

・対象面積が 10 ㎡を超えるもの 

・木竹の植栽又は伐採 ・樹高５ｍを超えるもの 
又は 
・伐採の面積が 100 ㎡を超えるもの 

 

 

７．届出対象行為と届出手続き・補助金交付の流れ 

■このパンフレットに関するお問い合わせ先 
  岩国市 都市開発部 公園景観課 景観政策班 〒740-8585 山口県岩国市今津町１－１４－５１ 
  ＴＥＬ：０８２７－２９－５１６２／ＦＡＸ：０８２７－２４－４２０７ 
  Ｅ-mail：kouenkeikan@city.iwakuni.lg.jp 
  ＵＲＬ：http://www.city.iwakuni.lg.jp 


